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被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　
現
在
使
用
し
て
い
る
被
保
険
者
証

の
有
効
期
限
は
、
平
成
25
年
３
月
31

日
で
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
３
月
下

旬
に
各
世
帯
へ
郵
送
し
ま
す
。
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
ら
記
載
内
容
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
内
容
に
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
被
保
険
者
証
を
ご
持

参
の
う
え
、
町
民
税
務
課
（
②
窓
口
）

へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
有
効
期
限
の
切
れ
た
被
保

険
者
証
は
各
自
で
処
分
し
て
く
だ
さ

い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら

次
の
こ
と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

○
資
格
が
な
い
の
に
被
保
険
者
証
が

届
い
た
（
転
出
、
死
亡
、
社
会
保
険

な
ど
他
の
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
）

○
資
格
が
あ
る
の
に
被
保
険
者
証
が

届
か
な
い
（
転
入
、
出
生
、
社
会
保

険
な
ど
他
の
保
険
に
加
入
し
て
い
な

い
方
）

○
記
載
内
容
（
住
所
、
氏
名
、
生
年

月
日
）
に
誤
り
が
な
い
か

※
就
職
や
退
職
に
伴
い
、
会
社
の
社

会
保
険
の
加
入
・
脱
退
を
し
た
場
合

は
町
民
税
務
課
に
届
出
が
必
要
で
す
。

※
就
学
や
施
設
入
所
な
ど
で
、
他
の

市
町
村
に
転
出
す
る
場
合
に
も
届
出

が
必
要
で
す
。

被
保
険
者
証
等
の
再
交
付

　
被
保
険
者
証
、
高
齢
受
給
者
証
を

紛
失
・
破
損
さ
れ
た
場
合
は
、
町
民

税
務
課
（
②
窓
口
）
に
て
再
交
付
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
届
出
義
務
は
世

帯
主
に
あ
り
ま
す
。
印
鑑
、
身
分
証

明
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
世
帯
主

以
外
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
（
窓
口
に
も
あ
り
ま
す
）
の
提

出
が
必
要
で
す
。

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
は
高
齢
受
給

者
証
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
現
在
使
用
し
て
い
る
高
齢
受
給
者

証
は
、
被
保
険
者
証
と
同
様
に
有
効

期
限
が
平
成
25
年
３
月
31
日
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
負
担
す
る
一

部
負
担
金
が
、
平
成
25
年
度
も
１
割

の
ま
ま
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
負
担

割
合
が
「
２
割
（
平
成
25
年
７
月
31

日
ま
で
は
１
割
）
」
と
記
載
さ
れ
た

受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。
な
お
、

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
３
割

負
担
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

対
象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を
受

け
た
方
は
除
か
れ
ま
す
。

　
毎
年
７
月
に
負
担
割
合
の
判
定
を

行
い
ま
す
の
で
、
有
効
期
限
は
平
成

25
年
７
月
31
日
と
な
り
ま
す
。

　
被
保
険
者
証
と
は
別
の
封
筒
で
郵

送
し
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

更
新
は
７
月
末
で
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
（
75
歳
以
上
の
方
、
ま

た
は
65
歳
以
上
で
障
害
認
定
を
受
け

て
い
る
方
）
の
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
は
平
成
25
年
７
月
31
日
で
す
。

　
７
月
下
旬
に
新
し
い
被
保
険
者
証

を
郵
送
し
ま
す
。
有
効
期
限
ま
で
は

引
き
続
き
現
在
お
手
持
ち
の
被
保
険

者
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証
に
臓
器
提
供
意
思
表

示
欄
を
設
け
ま
し
た

　
新
し
い
被
保
険
者
証
の
裏
面
に
、

臓
器
提
供
の
意
思
表
示
を
す
る
欄
を

作
成
し
ま
し
た
。

◆
脳
死
後
及
び
心
臓
が
停
止
し
た
死

後
に
臓
器
を
提
供
し
て
も
い
い
と

思
わ
れ
て
い
る
方

◆
脳
死
後
は
臓
器
提
供
し
た
く
な
い

が
、
心
臓
が
停
止
し
た
死
後
に
は

臓
器
を
提
供
し
て
も
い
い
と
思
わ

れ
て
い
る
方

◆
臓
器
を
提
供
し
た
く
な
い
と
思
わ

れ
て
い
る
方

　
こ
の
よ
う
に
臓
器
提
供
に
関
す
る

自
分
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
記
入
は
任
意
で
す
の
で
、

必
ず
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
意
思
を
表
示
し
た
方
で
内

容
を
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
方
に

は
、
『
個
人
情
報
保
護
シ
ー
ル
』
が

あ
り
ま
す
。
意
思
表
示
欄
の
上
に
貼

る
こ
と
で
、
個
人
情
報
を
守
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
『
個
人
情
報
保
護
シ
ー
ル
』
は
町

民
税
務
課
（
②
窓
口
）
に
あ
り
ま
す
。

ご
希
望
さ
れ
る
方
は
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
忘
れ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
国
民
健
康
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る

と
、
通
常
の
被
保
険
者
証
よ
り
有
効

期
限
の
短
い
「
短
期
被
保
険
者
証
」

や
、
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
に
な

る
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
納
税
相
談
は
随
時
行
っ
て

い
ま
す
。
（
受
付
　
町
民
税
務
課
③
、

④
窓
口
）

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
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